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 Ⅵ-1 説明書 

  Ⅵ-1-1 各発電用原子炉施設に共通の説明書 

   Ⅵ-1-1-5 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

    Ⅵ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉格納施設） 

 

 Ⅵ-6 図面 

 8.3 圧力低減設備その他の安全設備 

 8.3.3 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備 

  8.3.3.1 非常用ガス処理系 

    ・第8-3-3-1-1-1図 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器

再循環設備に係る機器の配置を明示した図面（非常用ガス処理系） 

    ・第8-3-3-1-2-1図 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器

再循環設備に係る主配管の配置を明示した図面（非常用ガス処理系）（その１） 

    ・第8-3-3-1-2-2図 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器

再循環設備に係る主配管の配置を明示した図面（非常用ガス処理系）（その２） 

    ・第8-3-3-1-2-3図 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器

再循環設備に係る主配管の配置を明示した図面（非常用ガス処理系）（その３） 

    ・第8-3-3-1-2-4図 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器

再循環設備に係る主配管の配置を明示した図面（非常用ガス処理系）（その４） 

    ・第8-3-3-1-2-5図 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器

再循環設備に係る主配管の配置を明示した図面（非常用ガス処理系）（その５） 

    ・第8-3-3-1-2-6図 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器

再循環設備に係る主配管の配置を明示した図面（非常用ガス処理系）（その６） 

    ・第8-3-3-1-3-1図 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器

再循環設備系統図（非常用ガス処理系）（その１）（設計基準対象施設） 

    ・第8-3-3-1-3-2図 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器

再循環設備系統図（非常用ガス処理系）（その２）（重大事故等対処設備） 

    ・第8-3-3-1-4-1図 非常用ガス処理系排風機構造図 

    ・第8-3-3-1-4-2図 非常用ガス処理系前置ガス処理装置フィルタ構造図 

    ・第8-3-3-1-4-3図 非常用ガス処理系後置ガス処理装置フィルタ構造図 
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4.6 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備 

4.6.1 非常用ガス処理系 

名 称 

原子炉建物開放口 

～ 

窒素ガス制御系合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.0137 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 406.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，原子炉建物開放口から窒素ガス制御系合流部までを接続する配管であり，設計基

準対象施設として，放射性物質の放出を伴う事故時に原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内の

空気を非常用ガス処理系前置ガス処置装置フィルタ及び非常用ガス処理系後置ガス処理装置フィ

ルタに通し，排気中の放射性よう素・粒子状放射性物質が直接大気へ放出されることを防止し，

原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内を負圧に維持するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に非常用ガス処理系により原子炉建物原子炉棟（二

次格納施設）内の放射性物質を含む気体を排気筒（非常用ガス処理系用）から排気するために設

置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１として下記に示す。 

非常用ガス処理系主配管の設計仕様を表 4.6.1－1 非常用ガス処理系主配管の設計仕様表に

示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

  Ｐ１：0.0137MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力は，原子炉建物原子炉棟（二次

格納施設）の原子炉格納容器外の最高圧力を上回る圧力とし，0.0137MPaとする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，0.0137MPaとする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用温度の設定根拠

Ｔ１：66℃

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，非常時の原子炉建物原子炉

棟（二次格納施設）の原子炉格納容器外の雰囲気最高温度に合わせ，66℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，66℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する非常用ガ

ス処理系排風機の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する非常用ガス処理系排風

機の容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の

外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外

径と同仕様で設計し，406.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 406.4 9.5 400 0.11787 *

注記＊：非常用ガス処理系の設計流量 
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名 称 

窒素ガス制御系合流部 

～ 

非常用ガス処理系排風機 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.0137 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

外 径 mm 406.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，窒素ガス制御系合流部から非常用ガス処理系排風機までを接続する配管であり，

設計基準対象施設として，放射性物質の放出を伴う事故時に原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）

内の空気を非常用ガス処理系前置ガス処置装置フィルタ及び非常用ガス処理系後置ガス処理装置

フィルタに通し，排気中の放射性よう素・粒子状放射性物質が直接大気へ放出されることを防止

し，原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内を負圧に維持するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に非常用ガス処理系により原子炉建物原子炉棟（二

次格納施設）内の放射性物質を含む気体を排気筒（非常用ガス処理系用）から排気するために設

置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ１，最高使用温度の設定根拠をＴ１，外径の設定根拠

をＤ１として下記に示す。 

非常用ガス処理系主配管の設計仕様を表 4.6.1－1 非常用ガス処理系主配管の設計仕様表に

示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

  Ｐ１：0.0137MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力は，原子炉建物原子炉棟（二次

格納施設）の原子炉格納容器外の最高圧力を上回る圧力とし，0.0137MPaとする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，0.0137MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

Ｔ１：66℃ 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，非常時の原子炉建物原子炉

棟（二次格納施設）の原子炉格納容器外の雰囲気最高温度に合わせ，66℃とする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する非常用ガ

ス処理系排風機の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する非常用ガス処理系排風

機の容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の

外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外

径と同仕様で設計し，406.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 406.4 9.5 400 0.11787 *

注記＊：非常用ガス処理系の設計流量 



 

 161 

 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-
5-
7 
R0
 

名 称 

弁MV217-18 

～ 

弁MV217-23出口ライン合流部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.0137（0.853） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66（200) 

外 径 mm 406.4  

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，弁 MV217-18から弁 MV217-23出口ライン合流部までを接続する配管であり，設計

基準対象施設として，放射性物質の放出を伴う事故時に原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内

の空気を非常用ガス処理系前置ガス処置装置フィルタ及び非常用ガス処理系後置ガス処理装置フ

ィルタに通し，排気中の放射性よう素・粒子状放射性物質が直接大気へ放出されることを防止し，

原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内を負圧に維持するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に原子炉格納容器内雰囲気ガスを第１ベントフィ

ルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器を通して外部に放出するために設置

する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ２，外径の設定根拠

をＤ１として下記に示す。 

非常用ガス処理系主配管の設計仕様を表 4.6.1－1 非常用ガス処理系主配管の設計仕様表に

示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

  Ｐ２：0.0137MPa（0.853MPa） 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力は，原子炉建物原子炉棟（二次

格納施設）の原子炉格納容器外の最高圧力を上回る圧力とし，0.0137MPaとする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用圧力（内圧）に合わせ，0.853MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

  Ｔ２：66℃（200℃） 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，非常時の原子炉建物原子炉

棟（二次格納施設）の原子炉格納容器外の雰囲気最高温度に合わせ，66℃とする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用温度に合わせ，200℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，原子炉格納容器雰囲気ガスを格納

容器フィルタベント系を経由して外部に放出する際の設計流速が，設計基準対象施設として

の設計流速を上回るが，配管内最高流速以下となるため，本配管の外径は，メーカ社内基準

に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，

406.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 406.4 9.5 400 0.11787 *

注記＊：非常用ガス処理系の設計流量 
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名 称 

弁MV217-23出口ライン合流部 

～ 

非常用ガス処理系入口ライン分岐部 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.0137（0.853） 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66（200) 

外 径 mm － 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，弁 MV217-23 出口ライン合流部から非常用ガス処理系入口ライン分岐部までを接

続する配管であり，設計基準対象施設として，放射性物質の放出を伴う事故時に原子炉建物原子

炉棟（二次格納施設）内の空気を非常用ガス処理系前置ガス処置装置フィルタ及び非常用ガス処

理系後置ガス処理装置フィルタに通し，排気中の放射性よう素・粒子状放射性物質が直接大気へ

放出されることを防止し，原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内を負圧に維持するために設置

する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に原子炉格納容器内雰囲気ガスを第１ベントフィ

ルタスクラバ容器及び第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器を通して外部に放出するために設置

する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ２，最高使用温度の設定根拠をＴ２として下記に示す。 

非常用ガス処理系主配管の設計仕様を表 4.6.1－1 非常用ガス処理系主配管の設計仕様表に

示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

Ｐ２：0.0137MPa（0.853MPa） 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力は，原子炉建物原子炉棟（二次

格納施設）の原子炉格納容器外の最高圧力を上回る圧力とし，0.0137MPaとする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用圧力（内圧）に合わせ，0.853MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

  Ｔ２：66℃（200℃） 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，非常時の原子炉建物原子炉

棟（二次格納施設）の原子炉格納容器外の雰囲気最高温度に合わせ，66℃とする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における原子炉格

納容器の使用温度に合わせ，200℃とする。 

 



 

 164 

 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-
5-
7 
R0
 

名 称 

非常用ガス処理系排風機 

～ 

非常用ガス処理系前置ガス処理装置 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.02 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 ／ 120 

外 径 mm 406.4 ／ 515.0 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，非常用ガス処理系排風機から非常用ガス処理系前置ガス処理装置までを接続する

配管であり，設計基準対象施設として，放射性物質の放出を伴う事故時に原子炉建物原子炉棟（二

次格納施設）内の空気を非常用ガス処理系前置ガス処置装置フィルタ及び非常用ガス処理系後置

ガス処理装置フィルタに通し，排気中の放射性よう素・粒子状放射性物質が直接大気へ放出され

ることを防止し，原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内を負圧に維持するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に非常用ガス処理系により原子炉建物原子炉棟（二

次格納施設）内の放射性物質を含む気体を排気筒（非常用ガス処理系用）から排気するために設

置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ１，Ｔ３，外径の設

定根拠をＤ１，Ｄ２，継手の外径の設定根拠をＦ１として下記に示す。 

非常用ガス処理系主配管の設計仕様を表 4.6.1－1 非常用ガス処理系主配管の設計仕様表に

示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

  Ｐ３：0.02MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力は，非常用ガス処理系排風機の

吐出側の最高使用圧力に合わせ，0.02MPaとする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，0.02MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

Ｔ１：66℃ 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，非常時の原子炉建物原子炉

棟（二次格納施設）の原子炉格納容器外の雰囲気最高温度に合わせ，66℃とする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，66℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

Ｔ３：120℃ 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，非常用ガス処理系後置ガス

処理装置フィルタの最高使用温度に合わせ，120℃とする。 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，120℃とする。 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する非常用ガ

ス処理系排風機の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する非常用ガス処理系排風

機の容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の

外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外

径と同仕様で設計し，406.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 406.4 9.5 400 0.11787 *

Ｄ２ 406.4 8.0 400 0.11970 *

注記＊：非常用ガス処理系の設計流量 

(2) 継手

Ｆ１：515.0mm

伸縮継手の外径
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名 称 

非常用ガス処理系前置ガス処理装置 

～ 

非常用ガス処理系後置ガス処理装置 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.02 

最 高 使 用 温 度 ℃ 120 

外 径 mm 406.4 ／ 515.0 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，非常用ガス処理系前置ガス処理装置から非常用ガス処理系後置ガス処理装置まで

を接続する配管であり，設計基準対象施設として，放射性物質の放出を伴う事故時に原子炉建物

原子炉棟（二次格納施設）内の空気を非常用ガス処理系前置ガス処置装置フィルタ及び非常用ガ

ス処理系後置ガス処理装置フィルタに通し，排気中の放射性よう素・粒子状放射性物質が直接大

気へ放出されることを防止し，原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内を負圧に維持するために

設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に非常用ガス処理系により原子炉建物原子炉棟（二

次格納施設）内の放射性物質を含む気体を排気筒（非常用ガス処理系用）から排気するために設

置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ３，外径の設定根拠

をＤ１，Ｄ２，継手の外径の設定根拠をＦ１として下記に示す。 

非常用ガス処理系主配管の設計仕様を表 4.6.1－1 非常用ガス処理系主配管の設計仕様表に

示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

  Ｐ３：0.02MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力は，非常用ガス処理系排風機の

吐出側の最高使用圧力に合わせ，0.02MPaとする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，0.02MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

Ｔ３：120℃ 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，非常用ガス処理系後置ガス

処理装置フィルタの最高使用温度に合わせ，120℃とする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，120℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する非常用ガ

ス処理系排風機の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する非常用ガス処理系排風

機の容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の

外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外

径と同仕様で設計し，406.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 406.4 9.5 400 0.11787 *

Ｄ２ 406.4 8.0 400 0.11970 *

注記＊：非常用ガス処理系の設計流量 

(2) 継手

Ｆ１：515.0mm

伸縮継手の外径
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名 称 

非常用ガス処理系後置ガス処理装置 

～ 

排気筒 

最 高 使 用 圧 力 MPa 0.02 

最 高 使 用 温 度 ℃ 120 

外 径 mm 406.4 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

本主配管は，非常用ガス処理系後置ガス処理装置から排気筒までを接続する配管であり，設計

基準対象施設として，放射性物質の放出を伴う事故時に原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内

の空気を非常用ガス処理系前置ガス処置装置フィルタ及び非常用ガス処理系後置ガス処理装置フ

ィルタに通し，排気中の放射性よう素・粒子状放射性物質が直接大気へ放出されることを防止し，

原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内を負圧に維持するために設置する。 

重大事故等対処設備としては，重大事故等時に非常用ガス処理系により原子炉建物原子炉棟（二

次格納施設）内の放射性物質を含む気体を排気筒（非常用ガス処理系用）から排気するために設

置する。 

本主配管の最高使用圧力の設定根拠をＰ３，最高使用温度の設定根拠をＴ３，外径の設定根拠

をＤ１として下記に示す。 

非常用ガス処理系主配管の設計仕様を表 4.6.1－1 非常用ガス処理系主配管の設計仕様表に

示す。 

 

1. 最高使用圧力の設定根拠 

  Ｐ３：0.02MPa 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用圧力は，非常用ガス処理系排風機の

吐出側の最高使用圧力に合わせ，0.02MPaとする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，0.02MPaとする。 

 

2. 最高使用温度の設定根拠 

Ｔ３：120℃ 

設計基準対象施設として使用する本主配管の最高使用温度は，非常用ガス処理系後置ガス

処理装置フィルタの最高使用温度に合わせ，120℃とする。 

 

本主配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用

方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし，120℃とする。 



169 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-
5-
7 
R0
 

【設 定 根 拠】（続き） 

3. 外径の設定根拠

(1) 配管

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する非常用ガ

ス処理系排風機の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する非常用ガス処理系排風

機の容量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様以下であるため，本配管の

外径は，メーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮して選定した設計基準対象施設の外

径と同仕様で設計し，406.4mmとする。 

項目 

根拠 

外径 厚さ 呼び径 流路面積 流量 流速 標準流速 

(mm) (mm) (A) (m2) (m3/h) (m/s) (m/s) 

Ｄ１ 406.4 9.5 400 0.11787 *

注記＊：非常用ガス処理系の設計流量 
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表 4.6.1－1 非常用ガス処理系主配管の設計仕様表（その 1） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

非
常
用
ガ
ス
処
理
系 

原子炉建物開放口 

～ 

窒素ガス制御系合流部 

0.0137 Ｐ１ 66 Ｔ１ 

406.4 － 

406.4 Ｄ１ 

406.4 Ｄ１ 

406.4 － 

406.4 

/406.4 

/406.4 

－ 

窒素ガス制御系合流部 

～ 

非常用ガス処理系排風機 

0.0137 Ｐ１ 66 Ｔ１ 

406.4 

/406.4 

/－ 

－ 

406.4 Ｄ１ 

406.4 － 

406.4 

/406.4 

/406.4 

－ 

406.4 

/406.4 

/－ 

－ 

弁MV217-18 

～ 

弁MV217-23出口ライン合流部 

0.0137 

(0.853*) 
Ｐ２ 

66 

(200*) 
Ｔ２ 

406.4 Ｄ１ 

406.4 － 

弁MV217-23出口ライン合流部 

～ 

非常用ガス処理系入口ライン

分岐部 

0.0137 

(0.853*) 
Ｐ２ 

66 

(200*) 
Ｔ２ 

406.4 

/406.4 

/406.4 

－ 

406.4 

/－ 

/267.4 

－ 

注記＊：重大事故等時における使用時の値 
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表 4.6.1－1 非常用ガス処理系主配管の設計仕様表（その 2） 

名 称 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

設定値 根拠 設定値 根拠 設定値 根拠 

非
常
用
ガ
ス
処
理
系 

非常用ガス処理系排風機 

～ 

非常用ガス処理系前置ガス処

理装置 

0.02 Ｐ３ 

66 Ｔ１ 406.4 Ｄ１ 

120 Ｔ３ 
406.4 Ｄ２ 

515.0 Ｆ１ 

非常用ガス処理系前置ガス処

理装置 

～ 

非常用ガス処理系後置ガス処

理装置 

0.02 Ｐ３ 120 Ｔ３ 

406.4 Ｄ１ 

406.4 － 

406.4 Ｄ２ 

515.0 Ｆ１ 

非常用ガス処理系後置ガス処

理装置 

～ 

排気筒 

0.02 Ｐ３ 120 Ｔ３ 

406.4 Ｄ１ 

406.4 － 

406.4 

/406.4 

/406.4 

－ 

406.4 

/406.4 

/－ 

－ 

406.4 

/－ 

/406.4 

－ 
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名 称 非常用ガス処理系排風機 

容 量 m3/h/個  以上（4400） 

原 動 機 出 力 kW/個 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

非常用ガス処理系排風機は，設計基準対象施設として，放射性物質の放出を伴う事故時に放

射性よう素・粒子状放射性物質が直接大気へ放出されることを防止し，原子炉建物原子炉棟（二

次格納施設）内を負圧に維持することを目的に設置する。また，非常用ガス処理系排風機は，

工学的安全施設作動回路からの信号により，自動的に常用の換気空調系が閉止されるとともに

起動し，原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内を 63Pa の負圧に保ち，原子炉建物原子炉棟

（二次格納施設）空間容積の ％を 1日で処理する能力を持ち，非常用電源設備に接続し，

外部電源喪失時でも運転制御が可能な設計とする。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に，原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（非常用ガス処理系）として使

用する非常用ガス処理系排風機は，以下の機能を有する。 

非常用ガス処理系排風機は，炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員が中央制御

室にとどまるために設置する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷が発生した場合に，非常用ガス処理系排風機により原子炉建

物原子炉棟（二次格納施設）内を負圧に維持するとともに，原子炉格納容器から原子炉建物原

子炉棟（二次格納施設）内に漏えいした放射性物質を含む気体を排気筒（非常用ガス処理系用）

から排気することにより，中央制御室にとどまる運転員の被ばくを低減することができる設計

とする。 

1. 容量の設定根拠

設計基準対象施設として使用する非常用ガス処理系排風機の容量は，原子炉建物原子炉棟（二

次格納施設）内を負圧に保ち，原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）の空間容積（機器，配管

の容積を除いた値）の ％を１日で処理できる容量とし， m3/h/個以上とする。 

非常用ガス処理系排風機を重大事故等時において使用する場合の容量は，設計基準対象施設

と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし， m3/h/個以上とする。 

公称値については要求される容量以上である 4400m3/h/個とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 原動機出力の設定根拠

設計基準対象施設として使用する非常用ガス処理系排風機の原動機出力は，風量が 4400m3/h

時の軸動力を基に設定する。 

𝐿 =
𝐿𝑇

𝜂𝑇 100⁄
=

𝜅

𝜅−1
・

𝑃𝑇1・𝑄1

6・104 ・{(
𝑃𝑇2
𝑃𝑇1

)

𝜅−1
𝜅

−1}

𝜂𝑇 100⁄
・・・

𝑃𝑆2

𝑃𝑆1
> 1.03のとき

𝐿 =
𝐿𝑇

𝜂𝑇 100⁄
=

𝑄1

6・104・{(𝑃𝑆2−𝑃𝑆1)+(𝑝𝑑2−𝑝𝑑1)}

𝜂𝑇 100⁄
・・・

𝑃𝑆2

𝑃𝑆1
≦ 1.03のとき 

（引用文献：日本産業規格 ＪＩＳ Ｂ ８３３０(2000) 「送風機の試験及び検査方法」） 

L: 軸動力(kW) 

LT: 全圧空気動力(kW) 

κ:比熱比   ＝ 1.40 

Q1:吸込空気量(m3/min) ＝ 4400/60 

PT2: 吐出し口送風機絶対全圧(Pa[abs]) ＝ 

PT1: 吸込口送風機絶対全圧(Pa[abs])  ＝ 

PS2: 吐出し口送風機絶対静圧(Pa[abs]) ＝ 

PS1: 吸込口送風機絶対静圧(Pa[abs])  ＝ 

pd2: 吐出し口動圧(Pa)  ＝ 

pd1: 吸込口動圧(Pa)  ＝ 

𝜂T: 全圧効率(％)(設計計画値)   ＝ 

𝑃𝑆2

𝑃𝑆1
= = > 1.03より

𝐿 =

1.40

1.40−1
×

)×(
4400

60 )

6×104 ×{

1.40−1
1.40

−1}

100⁄
= ≒ 𝑘𝑤 

上記から，非常用ガス処理系排風機の原動機出力は，軸動力 kWを上回る出力とし， kW/

個とする。 

非常用ガス処理系排風機を重大事故等時において使用する場合の原動機出力は，設計基準対

象施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様とし， kW/個とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 個数の設定根拠

非常用ガス処理系排風機（原動機含む）は，設計基準対象施設として放射性物質の放出を

伴う事故時に放射性よう素・粒子状放射性物質が直接大気へ放出されることを防止し，原子炉

建物原子炉棟（二次格納施設）内を負圧に維持するために必要な個数として A系，B系それぞ

れ各 1個設置し，合計 2個設置する。 

非常用ガス処理系排風機（原動機含む）は，設計基準対象施設として 2 個設置しているもの

を重大事故等対処設備として使用する。 
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名 称 非常用ガス処理系前置ガス処理装置フィルタ 

効  率 ― ― 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

非常用ガス処理系前置ガス処理装置フィルタは，設計基準対象施設として放射性物質の放

出を伴う事故時に放射性よう素・粒子状放射性物質を除去低減することを目的に設置する。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（非常用ガス処理系）として使

用する非常用ガス処理系前置ガス処理装置フィルタは，以下の機能を有する。 

非常用ガス処理系前置ガス処理装置フィルタは，炉心の著しい損傷が発生した場合におい

ても運転員が中央制御室にとどまるために設置する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷が発生した場合に非常用ガス処理系前置ガス処理装置フィ

ルタを流路として，非常用ガス処理系排風機により原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内を

負圧に維持するとともに，原子炉格納容器から原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内に漏え

いした放射性物質を含む気体を排気筒（非常用ガス処理系用）から排気することにより，中央

制御室にとどまる運転員の被ばくを低減できる設計とする。 

1. 個数の設定根拠

非常用ガス処理系前置ガス処理装置フィルタは，設計基準対象施設として原子炉冷却材喪

失時に原子炉格納容器から原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内に漏えいした放射性よう

素・粒子状放射性物質及び燃料集合体の落下時に原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内に放

出された放射性よう素・粒子状放射性物質を除去するために必要な個数として A系，B系それ

ぞれ各 1個設置し，合計 2個設置する。 

非常用ガス処理系前置ガス処理装置フィルタは，設計基準対象施設として 2 個設置して

いるものを重大事故等対処設備として使用する。 
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名 称 非常用ガス処理系後置ガス処理装置フィルタ 

効 率 ― ― 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設

非常用ガス処理系後置ガス処理装置フィルタは，設計基準対象施設として放射性物質の放

出を伴う事故時に放射性よう素・粒子状放射性物質を除去低減することを目的に設置する。 

・重大事故等対処設備

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（非常用ガス処理系）として使

用する非常用ガス処理系後置ガス処理装置フィルタは，以下の機能を有する。 

非常用ガス処理系後置ガス処理装置フィルタは，炉心の著しい損傷が発生した場合におい

ても運転員が中央制御室にとどまるために設置する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷が発生した場合に非常用ガス処理系後置ガス処理装置フィ

ルタを流路として，非常用ガス処理系排風機により原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内を

負圧に維持するとともに，原子炉格納容器から原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内に漏え

いした放射性物質を含む気体を排気筒（非常用ガス処理系用）から排気することにより，中央

制御室にとどまる運転員の被ばくを低減できる設計とする。 

1. 個数の設定根拠

非常用ガス処理系後置ガス処理装置フィルタは，設計基準対象施設として原子炉冷却材喪

失時に原子炉格納容器から原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内に漏えいした放射性よう

素・粒子状放射性物質及び燃料集合体の落下時に原子炉建物原子炉棟（二次格納施設）内に放

出された放射性よう素・粒子状放射性物質を除去するために必要な個数として A系，B系それ

ぞれ各 1個設置し，合計 2個設置する。 

非常用ガス処理系後置ガス処理装置フィルタは，設計基準対象施設として 2 個設置して

いるものを重大事故等対処設備として使用する。 
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放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並び

に格納容器再循環設備に係る機器の配置を明示した図面

（非常用ガス処理系）
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後置ガス処理装置フィルタ

B-非常用ガス処理系
前置ガス処理装置フィルタ

A-非常用ガス処理系
後置ガス処理装置フィルタ A-非常用ガス処理系排風機

A-非常用ガス処理系
前置ガス処理装置フィルタ
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第 8-3-3-1-2-1～6図 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備に係る主配管の配置を明示した図面（非常用ガス処理系） 別紙 1 

工事計画抜粋 

変 更 前 変 更 後 

NO.＊15 
名 称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最 高 使 用 

温 度 

(℃) 

外   径＊1 

 

(mm) 

厚     さ＊1 

 

(mm) 

材 料 名 称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最 高 使 用 

温 度 

(℃) 

外   径＊1 

 

(㎜) 

厚   さ＊1 

 

(㎜) 

材 料 

非
常
用
ガ
ス
処
理
系 

原子炉建物開放口 

～ 

窒素ガス制御系合流部＊2，＊3 

0.0137＊4 66 

― 

非
常
用
ガ
ス
処
理
系 

変 更 な し 

406.4＊5，＊6 9.5＊5，＊6 STPT410＊5，＊6 1 

406.4＊7 9.5＊7 STPT410＊7 
変 更 な し 

2 

406.4 9.5 STPT42 3 

― 

406.4＊5，＊6 9.5＊5，＊6 STPT42＊5，＊6 4 

406.4＊6 

/406.4＊6 

/406.4＊6 

12.7＊6 

/12.7＊6 

/12.7＊6 

STPT42＊6 5 

窒素ガス制御系合流部 

～ 

非常用ガス処理系排風機＊2，＊3 

0.0137＊4 66 

― 

変 更 な し 

406.4＊6 

/406.4＊6 

/－ 

12.7＊6 

/12.7＊6 

/－ 

STPT42＊6 6 

406.4 9.5 STPT42 変 更 な し 7 

― 

406.4＊5，＊6 9.5＊5，＊6 STPT42＊5，＊6 8 

406.4＊6 

/406.4＊6 

/406.4＊6 

12.7＊6 

/12.7＊6 

/12.7＊6 

STPT42＊6 9 

406.4＊6 

/406.4＊6 

/－ 

12.7＊6 

/12.7＊6 

/－ 

STPT410＊6 10 

弁AV217-18 

～ 

弁MV217-23出口ライン合流部 
＊2，＊8 

0.0137＊4 66 

406.4＊7 9.5＊7 STPT410＊7 
弁MV217-18 

～ 

弁MV217-23出口ライン合流

部＊9 

変更なし 

0.853＊10 

変更なし 

200＊10 

変 更 な し 11 

― 406.4＊5，＊6 9.5＊5，＊6 STPT410＊5，＊6 12 

弁MV217-23出口ライン合流部 

～ 

非常用ガス処理系入口ライン

分岐部＊2，＊8 
0.0137＊4 66 ― 

弁MV217-23出口ライン合流

部 

～ 

非常用ガス処理系入口ライ

ン分岐部＊9 

変更なし 

0.853＊10 

変更なし 

200＊10 

406.4 

/406.4 

/406.4 

12.7 

/12.7 

/12.7 

STPT410 13 

406.4 

/－ 

/267.4 

12.7 

/－ 

/9.3 

STPT410 14 
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変 更 前 変 更 後 

NO.＊15 
名 称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最 高 使 用 

温 度 

(℃) 

外  径＊1 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 

材 料 名 称 

最 高 使 用 

圧 力 

(MPa) 

最 高 使 用 

温 度 

(℃) 

外   径＊1 

(㎜) 

厚 さ＊1 

(㎜) 

材 料 

非
常
用
ガ
ス
処
理
系

非常用ガス処理系入口ライン

分岐部 

～ 

窒素ガス制御系合流部＊2，＊8 

0.0137＊4 66 

406.4 9.5＊1 STPT42 

非
常
用
ガ
ス
処
理
系 

変 更 な し 

― 

406.4＊7 9.5＊1，＊7 STPT410＊7 ― 

非常用ガス処理系排風機 

～ 

非常用ガス処理系前置ガス処

理装置＊2 

0.02＊4

66 406.4 9.5＊1 STPT42 

変 更 な し 

15 

120 

406.4＊7 ＊7(8.0＊1，＊7) SUS304＊7 16 

515.0＊7 1.5＊1，＊11×1＊11，＊12 SUS304＊11 17 

非常用ガス処理系前置ガス処

理装置＊2 
0.02＊4 120 

406.4 ＊11(6.0＊1) 

―＊13 

― 

角形 

1300W 

×1900H 

＊11(6.0＊1) ― 

非常用ガス処理系前置ガス処

理装置 

～ 

非常用ガス処理系後置ガス処

理装置＊2 

0.02＊4 120 

406.4 9.5＊1 STPT42 

変 更 な し 

変 更 な し 18 

― 406.4＊5，＊6 9.5＊5，＊6 STPT42＊5，＊6 19 

406.4＊7 ＊7(8.0＊1，＊7) SUS304＊7 
変 更 な し 

20 

515.0＊7 1.5＊1，＊11×1＊11，＊12 SUS304＊11 21 

非常用ガス処理系後置ガス処

理装置＊2 
0.02＊4 120 

406.4 ＊11(6.0＊1) 

―＊13 

― 

角形 

1300W 

×1900H 

＊11(6.0＊1) ― 

非常用ガス処理系後置ガス処

理装置 

～ 

排気筒＊2，＊14 

0.02＊4 120 

406.4 9.5＊1 STPT42 

変 更 な し 

変 更 な し 22 

― 

406.4＊5，＊6 9.5＊5，＊6 STPT42＊5，＊6 23 

406.4＊6 

/406.4＊6 

/406.4＊6 

12.7＊6 

/12.7＊6 

/12.7＊6 

STPT42＊6 24 

406.4＊6 

/406.4＊6 

/－ 

12.7＊6 

/12.7＊6 

/－ 

STPT410＊6 25 

406.4＊6 

/－ 

/406.4＊6 

12.7＊6 

/－ 

/12.7＊6 

STPT42＊6 26 

注：記載の適正化を行う。既工事計画書には名称欄文末に「～まで」と記載 

注記＊1 ：公称値を示す。 

＊2 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には，放射線管理設備のうち換気設備に記載 

＊3 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「原子炉棟空調換気系との取合点から非常用ガス処理系排風機まで」と記載 

＊4 ：ＳＩ単位に換算したものである。 
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＊5 ：エルボを示す。 

＊6 ：本設備は既存の設備である。 

＊7 ：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。 

＊8 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「窒素ガス制御系との取合点から「原子炉棟空調換気系との取合点から非常用ガス処理系排風機まで」の合流点まで」と記載 

＊9 ：原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（格納容器フィルタベント系），圧力低減設備その他の安全設備の放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（格納容器フィ 

ルタベント系）及び圧力低減設備その他の安全設備の圧力逃がし装置（格納容器フィルタベント系）と兼用 

＊10：重大事故等時における使用時の値 

＊11：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，昭和 60年 4月 27日付け 59資庁第 17250号にて認可された工事計画の添付書類「Ⅳ-2-4-1-1 管の強度計算書」による。 

＊12：層数を示す。 

＊13：当該ラインについては，主配管に該当しないため記載の適正化を行う。 

＊14：記載の適正化を行う。既工事計画書には「非常用ガス処理系後置ガス処理装置から排気筒との取合点まで」と記載 

＊15：放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備に係る主配管の配置を明示した図面（非常用ガス処理系）に記載の四角内番号を示す。 

 

 



1 

第 8-3-3-1-2-1～6 図 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循

環設備に係る主配管の配置を明示した図面（非常用ガス処理系） 別紙 2 

工事計画記載の公称値の許容範囲 
［非常用ガス処理系の主配管］ 

管ＮＯ.5＊ - 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 406.4 
＋4.0mm 

－3.2mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 9.5 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

 

管ＮＯ.6＊ - 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 406.4 
＋4.0mm 

－3.2mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 12.7 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

 

管ＮＯ.7＊ - 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 267.4 
＋4.0mm 

－3.2mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 9.3  
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 

注記＊：管の基本板厚計算書のＮＯ.を示す。 

S
2
 
補

 8
-
3
-3
-
1
-2
-
1～

6
 
R0
E
 



20316810
長方形



20316810
長方形



8

0Z10



8

0Z10



8

Z




